
告 示

�愛媛県告示第１１２８号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２８年９月２１日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１２９号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２８年９月２８日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１３０号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町岩渕己６

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

津島町岩渕己６（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１３１号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と
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指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

３２ 一般社団法人
愛媛県猟友会
南宇和支部
畑田 藤志郎

１ 売りさばき人住所
南宇和郡愛南町城
辺甲４８０１

２ 代表者氏名
畑田 藤志郎

３ 売りさばき所
南宇和郡愛南町城
辺甲４８０１

１ 売りさばき人住所
南宇和郡愛南町広
見３６５４―１

２ 代表者氏名
大木 照雄

３ 売りさばき所
南宇和郡愛南町広
見３６５４―１

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

１ 愛媛県自動車販売
整備組合
理事長
岡 豊

１ 代表者氏名
岡 豊

１ 代表者氏名
五味 �枝
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して指定された目的

昭和６０年２月７日農林水産省告示第２１５号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１３２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする中型まき網漁業の許可又は起業の認

可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２８年１０月１４日から２７日まで

�������
�愛媛県告示第１１３３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、宇和島市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値地形図データ作成 地図情報レベ

ル２５００）

２ 作業期間 平成２８年６月２９日から

９月３０日まで

３ 作業地域 宇和島市吉田町、三間町、大浦埋立地区

�������
�愛媛県告示第１１３４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年１０月１４日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋５丁目１１番３号

代表取締役社長 中里 佳明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社 佐々連鉱山

四国中央市金砂町小川山乙２１２２

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第１

号ハ

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、特定施設の使用方法、汚水等の処理の方法、

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 特定施設に関する事項

６ 汚水等の処理施設に関する事項

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ）

縦２０ 横６０
高さ１２

縦２０ 横６０
高さ１２
幅０．５ 高さ０．５
長さ７５

汚 水 等 の 処 理 の 方 式
ｐＨ調整＋ばっ気＋
凝集沈澱＋中和＋活
性炭吸着

自然流下酸化＋自然
沈降分離＋活性炭吸
着
ｐＨ調整＋ばっ気＋
凝集沈殿＋活性炭吸
着

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
６．０～７．０
最大

５．０～８．０

通常
７．０～８．０
最大

５．８～８．６

通常
６．０～７．０
最大

５．０～８．０

通常
７．０～８．０
最大

６．０～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
４５
最大
６０

通常
３
最大
５

通常
１０
最大
１０

通常
３
最大
５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２
最大
４

通常
１．５
最大
２

通常
２
最大
４

通常
１．５
最大
２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１未満
最大
０．０２

通常
０．０１未満
最大
０．０１

通常
０．０１未満
最大
０．０２

通常
０．０１未満
最大
０．０１

備考 汚水の化学的酸素要求量が高い場合に活性炭吸着処理を行う。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．８～８．６

通常 ７．０～８．０

最大 ６．０～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ５

通常 ３

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．５

最大 ２

通常 １．５

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２６

最大 ７４０

通常 ２２６

最大 ７４０

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．８～８．６

通常 ７．０～８．０

最大 ６．０～８．２

愛 媛 県 報平成２８年１０月１４日 第２８１６号
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�愛媛県告示第１１３５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１０月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１１３６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１０月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１１３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第２７号

平成２８年１０月３日

伊予郡松前町大字恵�美字丸田６４３番１、６４４番、６４５番１、６４５番５及び字
長連寺６４６番８

伊予郡松前町大字永田３２５番地１

有限会社 四国民芸

代表取締役 成 松 和 彦

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第２８号

平成２８年１０月３日
伊予郡松前町大字恵�美字丸田６４５番３、６４５番４及び字長連寺６４６番１

伊予郡松前町大字永田３２５番地１

有限会社 四国民芸

代表取締役 成 松 和 彦

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡�万高原町西谷字猪伏９０６５番１から

同字９０７９番６まで
平成２８年１０月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線 西宇和郡伊方町神崎サルワタリ２１３５番地先 平成２８年１０月１４日

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２６

最大 ７４０

通常 ２２６

最大 ７４０

備考 堆積場の浸透水が含まれる。
この他に、�２排水口（生活排水）がある。

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ５

通常 ３

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

通常 ７

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．５

最大 ２

通常 １．５

最大 ２

愛 媛 県 報平成２８年１０月１４日 第２８１６号

８１３
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２８年１０月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県告示第１１３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２８年１０月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線
喜多郡内子町臼杵１４１１番１１から

同町臼杵１４０７番まで
平成２８年１０月１４日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 外 科 医療法人愛寿会西条
愛寿会病院 柴 中 光 一 西条市福武字蔵尾甲１５８番地１ 平成

２８年１０月１日

じん臓機能障害、ぼうこう又は
直腸機能障害 泌 尿 器 科 公立学校共済組合四

国中央病院 山 本 明 四国中央市川之江町２２３３番地 平成
２８年１０月１日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 愛媛県立今治病院 中 西 征 司 今治市石井町４丁目５番５号 平成
２８年１０月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

外 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 湯 澤 浩 之 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２８年１０月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

石 丸 泰 光 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－
１

国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２８年

９月１日

沖 良 隆 宇 和 島 市 立 吉 田 病 院 宇和島市吉田町北小路甲２１７ 沖 内 科 ク リ ニ ッ ク 宇和島市新田町１丁目２－３０ 平成２８年
１０月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 渡 邉 典 行 新居浜市王子町３番１号 平成
２８年９月１２日

愛 媛 県 報平成２８年１０月１４日 第２８１６号

８１４



１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８７，３７８

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，７４８

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４８，４２３

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１０６ １４，７０２

南 宇 和 郡 １９，９４０ ６，６４７

松山市・上浮穴郡 ４３９，３４５ １３９，８９１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４４，１０１ ４８，０３４

宇和島市・北宇和郡 ８１，１９９ ２７，０６７

八幡浜市・西宇和郡 ３９，８２０ １３，２７４

新 居 浜 市 １０１，７１０ ３３，９０４

西 条 市 ９３，３０５ ３１，１０２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，２１２ １７，７３８

伊 予 市 ３２，０３７ １０，６７９

四 国 中 央 市 ７５，６２６ ２５，２０９

西 予 市 ３４，６３５ １１，５４５

東 温 市 ２８，３４２ ９，４４８

平成２８年１０月１４日 発行

愛 媛 県 報平成２８年１０月１４日 第２８１６号
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